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Ａ　
休
眠
預
金
等
活
用
法
は
、
正

式
名
称
を
「
民
間
公
益
活
動
を

促
進
す
る
た
め
の
休
眠
預
金
等
に
係
る

資
金
の
活
用
に
関
す
る
法
律
」（
以

下
、
活
用
法
）
と
い
い
ま
す
。
第
１
条

に
「
こ
の
法
律
は
、
休
眠
預
金
等
に
係

る
預
金
者
等
の
利
益
を
保
護
し
つ
つ
、

休
眠
預
金
等
に
係
る
資
金
を
民
間
公
益

活
動
を
促
進
す
る
た
め
に
活
用
す
る
こ

と
に
よ
り
、
国
民
生
活
の
安
定
向
上
お

よ
び
社
会
福
祉
の
増
進
に
資
す
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
」
と
定
め
ら
れ
て
い
ま

す
。

　

活
用
法
が
創
設
さ
れ
た
背
景
に
は
、

預
金
者
等
が
名
乗
り
を
上
げ
な
い
ま
ま

長
期
間
に
わ
た
っ
て
放
置
さ
れ
た
預
金

等
が
相
当
額
あ
る
と
い
う
実
情
が
あ
り

ま
す
。
金
融
機
関
で
10
年
以
上
放
置
さ

れ
た
預
金
等
は
、
２
０
１
３
〜
２
０
１

５
年
度
で
毎
年
１
２
０
０
億
円
程
度
発

生
し
、
そ
の
後
５
０
０
億
円
程
度
払
戻

し
が
な
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
約
７
０

０
億
円
は
そ
の
ま
ま
に
な
っ
て
い
た
の

で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
長
期
間
放
置
さ
れ
た
預

金
等
を
何
か
に
活
用
で
き
な
い
か
と
い

う
議
論
は
以
前
か
ら
あ
り
、
イ
ギ
リ
ス

や
フ
ラ
ン
ス
、
米
国
、
韓
国
等
の
諸
外

国
で
は
す
で
に
休
眠
預
金
等
が
活
用
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

も
っ
と
も
諸
外
国
の
取
扱
い
を
み
る

と
い
ろ
い
ろ
で
あ
り
、
休
眠
預
金
等
の

資
産
を
国
や
州
政
府
の
一
般
会
計
に
合

算
す
る
と
こ
ろ
も
あ
れ
ば
、
管
理
機
関

を
別
途
設
け
る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。

休
眠
預
金
等
と
判
別
さ
れ
る
期
間
も
15

年
や
５
年
と
異
な
り
ま
す
。

預
金
保
険
機
構
に
移
し 

国
民
に
還
元
す
る
目
的
で
活
用

　

そ
う
し
た
諸
外
国
の
事
例
を
参
考

に
、
我
が
国
で
は
、
預
金
等
の
公
共
的

役
割
に
照
ら
し
て
、
ま
ず
休
眠
預
金
等

に
つ
い
て
そ
の
預
金
者
等
に
払
い
戻
す

努
力
を
尽
く
し
た
う
え
で
、
休
眠
預
金

等
と
判
別
さ
れ
た
資
金
を
広
く
国
民
一

般
に
還
元
す
る
目
的
で
活
用
す
る
方
向

で
検
討
が
進
ん
だ
の
で
す
。

　

最
終
的
に
、
休
眠
預
金
等
の
資
金
は

発
生
し
た
金
融
機
関
か
ら
預
金
保
険
機

構
に
移
管
さ
れ
、
民
間
公
益
活
動
に
利

用
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
活
用

法
は
議
員
立
法
と
し
て
第
１
９
０
回
国

会
に
提
出
さ
れ
、
第
１
９
２
回
国
会
で

成
立
、
２
０
１
６
年
12
月
９
日
に
公

布
、
２
０
１
８
年
１
月
１
日
に
施
行
さ

れ
ま
す
。
な
お
、
施
行
５
年
後
に
見
直

し
を
行
う
等
の
附
帯
決
議
も
な
さ
れ
て

い
ま
す
。

　休眠預金等活用法について、押さえておき
たいポイントをＱ＆Ａ形式で解説します。
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Q&A  休眠預金等活用法
の内容とポイント

Ｑ1
休
眠
預
金
等
活
用
法
っ
て

ど
ん
な
法
律
？

な
ぜ
創
設
さ
れ
た
の
？

POINT

・金融機関に預けられ放置され
た多額の休眠預金等を民間
公益活動に活用する法律

・金融機関は払い戻す努力を尽
くしたうえで、預金者が名
乗りでなかった預金を預金
保険機構に移管する

　
　
　

間
公
益
活
動
を
促
進
す
る
た
め
の
休
眠
預
金
等
に
係

る
資
金
の
活
用
に
関
す
る
法
律
」（
休
眠
預
金
等
活

用
法
）
が
２
０
１
８
年
１
月
１
日
に
施
行
さ
れ
ま
す
。
休
眠

預
金
等
に
つ
い
て
は
、
お
客
様
の
関
心
も
高
く
、
金
融
機
関

の
担
当
者
は
そ
の
取
扱
い
を
十
分
に
理
解
し
て
お
く
こ
と
が

重
要
で
す
。

　

本
特
集
で
は
、
休
眠
預
金
等
活
用
法
の
キ
ホ
ン
を
押
さ

え
、
休
眠
預
金
等
の
払
戻
時
に
必
要
と
な
る
手
続
き
な
ど
を

中
心
に
、
実
務
の
ポ
イ
ン
ト
を
解
説
し
ま
す
。

「
民

▶ ▶ ▶ ▶ ▶特� 集◀ ◀ ◀ ◀ ◀

徹底マスター！

休眠預金の
取扱い

▶▶▶休眠預金等活用法を踏まえた払戻しの留意点 ◀◀◀


